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令和 7年 1月 10日 

 

業務課からのお知らせ 

１．「資格確認書」の職権交付について 

 令和 6年 11月 8日付「業務からのお知らせ」及び令和 6年 11月 26日付、ホームページ掲載「令和 6年

12月 2日以降加入者への「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の交付方法について」にてお知

らせしましたとおり、令和 6年 12月 2日以降に加入する新規加入者で、マイナ保険証をお持ちでない

方などに対しては、申請によらず「資格確認書」（A4紙様式）を発行することとなります。 

 交付対象者の情報が取得できるのが翌月 5日頃になるため、毎月の職権交付分の送付は翌月中旬頃

となります。 

当組合で、令和 6年 12月 2日以降に加入した新規加入者のマイナ保険証によりオンライン資格確認

を受けることができない状況にある加入者を確認することができ、交付準備が整いましたので、   

初回分として「資格確認書」の職権交付分を送付いたします。 

 なお、厚生労働省の指導に基づき、事業所経由にて交付させていただきますので、ご多忙のところ恐れ

入りますが、事務担当者様から当該従業員の皆様へ配布していただきますようご協力お願い申し上げます。 

 また、交付しました対象者につきましては、同封しました「資格確認書管理簿（交付簿）」をご確認    

ください。 

記 

1.職権交付対象者 

  前月末（初回は令和6年 12月末）までに「資格取得届」・「被扶養者（異動）届」の届出を

受理した新規加入者（被扶養者も含む）で、下表に該当する加入者（情報連携完了の時期により

遅れる場合があります） 

 

【職権交付対象者】「資格取得届」・「被扶養者（異動）届」の届出時に交付申請がなかった加入者 

 
 

 

 

 

※基本的に前月末までの届出受理分につきましては、毎月翌月中旬の交付となります。 

 

2.発 行 内 容  

⑴資格確認書（職権交付分）  A4サイズ・両面印刷 

（別紙サンプル・表面 サンプル・裏面の内容） 

⑵資格確認書管理簿（交付簿） 職権交付した加入者の一覧表 

  ※交付した加入者を確認できるよう封入しない状態で送付しております。 

 

裏面あり 

No. 加入者の状態 説明

1 個人番号未登録 海外居住等やむを得ず、個人番号を登録していない加入者

2 マイナ保険証未登録 マイナ保険証の利用登録を行っていない加入者

3 マイナ保険証利用登録解除 マイナ保険証利用登録解除の申請を登録した加入者

4 マイナンバーカード電子証明書有効期限切れ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている加入者

5 マイナンバーカード未保有 マイナンバーカードを保有していない加入者（返納も含む）



 

 

【参考】「資格確認書」について 

  今後職権交付する「資格確認書」とは、マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーに   

保険証の利用登録をしていない者など、マイナンバーカード（マイナ保険証）により医療機関の受診を  

できない状況にある加入者に対し交付するもので、提示していただくことで医療機関を受診できます。 

  なお、当組合の「資格確認書」につきましては、【紙様式 A4】となっております。 

 

２．ホームページでの情報提供について 

 当組合のお知らせにつきましては、保険料関連書類に同封させていただいているところですが、今後、

お知らせ時期など状況に応じて、ホームページでのお知らせとさせていただく場合もありますので、今後

ともホームページの News＆Topicsも併せてご確認いただきますようお願いいたします。 

 

 
  



 

 

サンプル・表面 
 



 

 

サンプル・裏面 


